
条 9

第 17 号 議 案

　長崎県手数料条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。

　　令  和  5  年  2  月  20  日

長 崎 県 知 事　　大　　　石　　　賢　　　吾

長崎県手数料条例の一部を改正する条例

　長崎県手数料条例（昭和24年長崎県条例第47号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（手数料の徴収）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第227条の

規定に基づき、県の事務で特定の者のためにするものについては、別に定

めるもののほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

　（手数料の種別、金額等）

第 2 条　略

2  　法第227条の規定により手数料を徴収する事務を処理するため、郵便料金

その他の送付に要する費用が生じる場合には、当該費用の額を徴収するこ

とができる。

別表第 1 （第 2 条関係）

福祉保健部

番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

1 ～31　略

　（手数料の徴収）

第 1 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定に基づき、県の事

務で特定の者のためにするものについては、別に定めるもののほか、この

条例の定めるところにより手数料を徴収する。

　（手数料の種別及び金額）

第 2 条　略

別表第 1 （第 2 条関係）

福祉保健部

番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

1 ～31　略



32 介護保険法第69

条の11第 1 項の

規定により登録

試験問題作成機

関が行う介護支

援専門員実務研

修受講試験の問

題の作成

介護支援専門

員実務研修受

講試験試験問

題作成手数料

1 件 1 ,400円

33～58　略

32 介護保険法第69

条の11第 1 項の

規定により登録

試験問題作成機

関が行う介護支

援専門員実務研

修受講試験の問

題の作成

介護支援専門

員実務研修受

講試験試験問

題作成手数料

1 件 1 ,800円

33～58　略

　　　附　則

　（施行期日）

1 　この条例は、令和 5 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（経過措置）

2  　この条例による改正後の長崎県手数料条例の規定は、施行日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料につ

いては、なお従前の例による。

　（提案理由）

　 　行政手続きのオンライン化を推進するため、手数料の金額に郵便料金等を加算できることとするとともに、介護支援専門員実務研修受講試験問題作成機関

が本手数料を改正したことに伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。

条 10


